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日野市テニス協会



第一章 総則

第１条 本協会は、日野市テニス協会と称する。

第２条 本協会は、日野市内におけるテニスの普及発展と技術の向上、及び愛好者相互の連絡

並びに親睦を図り、健康で明るい市民生活の達成を目的とする。

第３条 本協会は、前条の目的を達成するため、総会または役員会の決議を経て別に定める事

業を行う。

第４条 本協会は第二章に定める加入団体をもって組織する。

第５条 本協会は事務所を日野市教育委員会事務局内に置く。

第二章 加入団体

第６条 本協会の加入団体は次の通りとする。

日野市内に在住、在勤、在学するもので、市民サークル、事業所クラブ、同好会、学校ク

ラブ、市内所在の営業クラブの団体で、役員会の決議により承認されたもの。

第７条 本協会に加入を希望する団体は、協会宛に申請をし、総会に於て認められたものとする。

退会する団体はその理由を明らかにして届け出なければならない。

第８条 新規加入団体は、加入を認められた時点で入会金並びに１年間の会費を支払うものと

する。継続加入団体は、前年度末の総会開催日までに１年間の会費を納入しなければ

その１年間の事業に参加出来ない。

第９条 新規加入団体の入会金は 5,000 円とする。年間一律会費は 5,000 円とする。

第１０条 払込の入会金、会費は理由の如何にかかわらず、一切返却しない。

第１１条 加入団体で本協会の規約に違反するか、本協会の体面を著しく傷つける行為を行った

場合、或は会費を 2 年間以上にわたって支払わなかった時は、総会の決議により除名

することが出来る。

第三章 事業

第１２条 本協会の事業は次の通りとする。

1) 春季ダブルス大会 男子

2) 東京都市町村対抗女子テニス大会（日野市代表）

3) 春季ダブルス大会 女子

4) 都民体育大会 男女（日野市代表）

5) ミックスダブルス大会（ファミリーの部，一般の部）



6) 太田杯東京都市町村対抗戦（日野市代表）

7) 秋季女子ダブルス大会

8) 日野市民大会（シングルス）

9) 日野市強化練習

10) 講習会の実施

11) 総会で決定した 1)〜10)以外の事業

第四章 役員

第１３条 本協会は次の役員を置き、任期は 2年とする。但し再任は妨げない。

役 職 人員

会 長 １名

理 事 長 １名

副理事長 １名

事務局長 １名

副事務局長 １名

会 計 １名

書 記 １名

監 事 若干名

幹 事 若干名

顧 問 若干名

第１４条 第一項 改正年次において、協会参加団体は総会開会前に、会長もしくは理事長に新理

事を申し出て登録する。

第二項 新理事は本協会の加入団体に所属する会員の中から総会において会長候補

者を一名明記して推挙する。

第三項 新理事は推挙された会長候補者の中から会長を選出する。

第１５条 第一項 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

第二項 理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、書記、会計、監事及び幹事は会長

が推挙し、総会に於いて承認を得る（但し、欠員補充の場合は総会の承認を要

しない）。理事長、監事は各団体の代表者より構成される理事から選ばれる。

第三項 監事は、本協会会計を監査し、総会、役員会にて報告する。

第１６条 第一項 役員に欠員が生じた場合は第１４，１５条に準じて補充する。

第二項 欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第三項 役員は、任期満了後でも、後任者が決定就任する迄はその職務を行う。

第１７条 役員退任者を総会の決議により顧問に推挙することが出来る。

第五章 総会



第１８条 第一項 定時総会は毎年 1回 3 月に開催し、次の議案を審議する。

1) 当該事業年度の収支決算並びに事業報告

2) 翌事業年度の事業計画並びに予算

3) 役員に関する事項

4) その他

第二項 総会の日時、会場並びに議案は前もって加入団体に通知する。

第三項 総会は各加入団体の代表者で構成される理事により組織される。

第四項 理事の定数は、協会を構成する加入団体の数とする。

第五項 総会の議長は理事から選出される。

第六項 臨時総会は、会長がその必要を認めたとき、議題を示して開催し、会長が議長

となる。

第１９条 総会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することが出来ない。

第２０条 総会の議事は、出席理事の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長が決定する。

第六章 役員会

第２１条 第一項 役員会は必要に応じて理事長が召集する。

第二項 役員会で議決するべき事項は次の通りとする。

1) 総会議案に関する件

2) 事業執行に関する件

3) その他

第三項 理事長は役員会での決定を遅滞なく会長に報告し、その承認を求めるか、会長

に役員会への出席を要請しなければならない。

第七章 事業年度

第２２条 本協会の事業年度は 4月 1日より翌年 3 月 31 日迄とする。

第八章 その他

第２３条 本協会は、日野市体育協会、東京都テニス協会並びに東京都市町村テニス協会に加入

する。

附則

本規約は昭和 62 年 4 月 1 日より効力を発する。

平成 2 年 3 月 14 日 事業内容を一部改訂。

平成 3 年 2 月 27 日 役員改正の手続きを明確化、事業内容を一部改訂、役員から

副理事長を削除。



平成 8年 3月 15 日 日野市硬式庭球連盟を日野市テニス協会と名称変更する。それ

に伴い本規約の硬式庭球連盟の字句をテニス協会と改める。

平成 9 年 3 月 14 日 事業内容を一部明確化。

平成 11 年 3 月 12 日 役員を一部改定、字句の更新

平成 13 年 3 月 09 日 役員を一部改定、字句の更新

平成 20 年 3 月 1 日 役員の一部改訂、副理事長を追加、顧問 1 名を若干名に字句

の更新


